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社会保障・税一体改革の論点と課題

・目標は、「社会保障の拡充と安定財源の確保」と「財政再建」
前者は、高齢者３経費と国の消費税収の隙間である１０兆

円(消費税４％分）が の目安円(消費税４％分）が一つの目安。

後者は、プライマリーバランス２０２０年黒字化が政府目標で
そのためには２６兆円（消費税率９％）の歳入増が必要そのためには 兆円（消費税率 ）の歳入増が必要

・しかし、「社会保障充実のためにはこのぐらいの財源が必要な
ので、それに見合う消費税を引き上げるという方式（請求
書方式）」は取るべきではない書方式）」は取るべきではない。

・その理由は・・
第1に、社会保障の「効率化」を合わせ行う必要がある。

甘い年金制度の構築は、モラルハザード・金食い虫・世代
間の不公平を拡大する。医療・介護の分野は、保険による
負担増の余地あり また 制度効率化も多々残っている負担増の余地あり。また、制度効率化も多々残っている。
また、請求書方式は、行政の無駄を温存させる。

第2に、長期にわたるデフレ経済で家計は傷んでいる。大幅
かつ連続的な増税（予想）は 消費を 層冷え込ませる
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かつ連続的な増税（予想）は、消費を一層冷え込ませる
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年金改革の論点年金改革の論点

• 民主党２つの公約ー「年金一元化」と「７万円の最低
保障年金」は現実的か

• 公的年金の議論だけでなく、私的年金（企業年金・公的年金の議論だけでなく、私的年金（企業年金
個人年金）の拡充策も自助努力という観点から重要

• 欧米では 公的年金の肥大化を避けるため 私的欧米では、公的年金の肥大化を避けるため、私的
年金の充実を図ってきた

ドイツ・リ スタ 年金 英国・ステ クホルダ 年ドイツ・リースター年金、英国・ステークホルダー年
金、米国・各種IRAの充実等

わが国も 日本版ＩＲＡの創設等私的年金の充実を• わが国も、日本版ＩＲＡの創設等私的年金の充実を
議論すべき。個人金融資産の活用にもつながる。
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勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄 (225万件)
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(注1) 厚生年金保険のほか、①国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律34号)第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金、②厚生年金保険法附則28条(指定
共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金がある。

(注2) 共済年金のほか、①恩給、②旧令による共済組合等から年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律256号)第3条1項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利承継)、第4条1項(外地関係共済組合に係る年
金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金、③厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律(平成13年法律101号)附則の規定又は同法1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金、④地方公務員等共済組合法第11章の規定に基づく地方議会議員の年金等が
ある。

(注3) 小規模企業共済制度の加入者は 小規模の個人事業主及び小規模会社や中小企業団体の役員である(注3) 小規模企業共済制度の加入者は、小規模の個人事業主及び小規模会社や中小企業団体の役員である。

(注4) 旧農業者年金基金法に基づく農業者老齢年金を含む。

(注5) 国民年金基金の加入者は、個人型の確定拠出年金に加入できる。また、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、確定給付型企業年金も企業型の確定拠出年金も実施していない場合には、その事業所の
使用される従業員は個人型の確定拠出年金に加入できる。

(注6) 中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度等を実施している厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型の確定拠出年金を実施することができる。

(注7) 適格退職年金は、平成14年3月31日をもって廃止されている。ただし、既存の適格退職年金契約については、平成24年3月31日までに限り、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金及び中小企
業退職金共済制度へ移行することができる。

(注 ) 自社年金は 過去 勤務に基づき基づき使用者 あ た者から支給される年金 ある
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(注8) 自社年金は、過去の勤務に基づき基づき使用者であった者から支給される年金である。

(注9) 確定拠出年金の拠出額は、個人型の確定拠出年金にあっては、国民年金基金の場合(※1)の加入者の拠出額は月額68,000円(年額816,000円)から国民年金基金の掛金等を控除した額、確定給付型企業年
金も企業型の確定拠出年金も実施していない場合(※2)の加入者の拠出額は月額18,000円(年額216,000円)[21年度改正案:月額23,000円(年額276,000円)]であり、企業型の確定拠出年金にあっては、確定
給付型企業年金を実施していない場合(※3)の事業主の拠出額は月額46,000円(年額552,000)[21年度改正案:月額51,000円(年額612,000円)]、確定給付型企業年金を実施している場合(※4)の事業主の拠出
額は月額23,000円(年額276,000円)[21年度改正案:月額25,500円(年額306,000円)]である。

なお、21年度改正案において、企業型の確定拠出年金において、拠出限度額の範囲内で事業主と同額までの個人拠出(マッチング拠出)が認められる。

(注10) 加入者等の数は、平成20年3月末の数値である。ただし、共済年金は、平成19年3月末の数値である。(企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料」(平成20年12月)による。)
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項目 内容

目的 国民が国や企業に依存せず、自助努力で資産形成することを税制面から支援。

日本版ＩＲＡ（個人型年金非課税制度）金融税制研究会 平成２２年８月金融庁金融税制調査会提出資料

目的 国民が国や企業に依存せず、自助努力で資産形成することを税制面から支援。
個人単位で資産を管理することで、企業倒産による影響やポータビリティの問題を解消。
企業間や世代内の不公平の問題を解消し、雇用形態の多様化（正規・非正規）にも対応。
国民共通の個人年金制度を整備しておくことで、現行複数に分散している3階部分を将来
的に整理・統合する際の受け皿として設置。的に整理 統合する際の受け として設置。

適用対象者 国内に住所を有する個人で、年齢が20歳以上65歳未満の者を対象とし、職業や所属企業の
区別なく、一律に適用。

運用方法 金融機関に専用の口座を開設運用方法・
対象商品

金融機関に専用の口座を開設。
金融所得一体課税の対象に含めることを検討している金融商品を幅広く対象とする。

適用要件 5年以上の管理・運用を行ったうえで、60歳以後、定期にわたって払い出しを行うことを
金融機関との間の契約とする仕組み。
上記要件に違反した場合、払い出しをした日以前5年以内に生じた個人年金資産の運用益
に対して遡及課税を実施（医療費や介護関連の支出といったやむを得ない場合は除く。）

課税方法 拠出時課税、運用時・給付時非課税のTEE型（Tは課税、Eは非課税）。
個人年金勘定において拠出をした金融資産から生ずる利子 収益の分配または差益等に対個人年金勘定において拠出をした金融資産から生ずる利子、収益の分配または差益等に対
して非課税。

拠出限度額 年間120万円程度を想定。「使い残し」は翌年以降に繰越し可能。

導入時期 金融機関等におけるシステム開発期間を鑑みて、2012年以降を目途。導入時期 金融機関等におけるシステム開発期間を鑑みて、2012年以降を目途。

課題 現行の3階部分の個人単位の年金制度と新制度の関係整理。
現行の3階部分の年金制度について、いつまでにどの制度を整理・統合するのかという具
体的かつ現実的な工程表の作成。
年金原資を現在価値で新制度に移管できる仕組み等資産移行を円滑に進める方法の検討
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年金原資を現在価値で新制度に移管できる仕組み等資産移行を円滑に進める方法の検討。
拠出方法を、「任意時期積立方式」とするか「定期積立方式」とするかについて、限度額
管理のためのシステムの機能・費用と合わせて検討が必要。



消費税の課題費税 課

• 増税規模の問題

• 消費税引き上げのタイミング→政令に委任しデフレ脱却宣

言とリンクさせる

• 社会保障目的税と地方配分の問題（高齢者3経費
の裏負担増だけか単独充実分も含めるのか）

• 最大の課題である逆進性対策（軽減税率か給付付
き税額控除か、対策は何％から必要か）き税額控除か、対策は何％から必要か）

• 益税とインボイスの導入

• タックスオンタックス 石油と消費税• タックスオンタックスー石油と消費税

• 住宅取得と消費税
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軽減税率の問題点軽減税率の問題点

１ 軽減税率の範囲の困難性１、軽減税率の範囲の困難性

とりわけ外食サービスと食料品

マクドナルド、宅配ピザの例

２ 事業者の事務負担の増加２、事業者の事務負担の増加

３、低所得者対策の効果への疑問

４、税率軽減分の価格低下が期待されず消費
者不信を招く者不信を招く

世界の税制理論は「VATからGSTへ」
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カナダのGSTクレジット（2010年1月時点）カナダのGSTクレジット（2010年1月時点）

14



1515



マーリーズレビューは、英国のVATについて、ゼロ税率や非課税の廃止、
給付付き税額控除への変更を提言給付付き税額控除への変更を提言

廃止は低所得者層への負担が大きいが（図1）、パッケージで、ミーンズテスト付きの給付や税額控除の額を
１５%上昇させれば、平均で第3分位の所得階層までが負担減となり（図2）、さらに110億ポンドの財源が浮く。

“ f S f C ”
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“Reforming the Tax System for the 21st Century” Value 
added tax and taxes The Mirrlees Review ２００９ 16



社会保障・税に関わる番号制度（平成23年度税制改正大綱）

１、社会保障・税に関わる番号制度（以下「番号制度」といいます。
）は 主として給付のための制度であり ①真に手を差し伸べ）は、主として給付のための制度であり、①真に手を差し伸べ
るべき人に対する社会保障の充実とその効率化を図りつつ、
②国民の負担の公正性を担保し、制度に対する国民の信頼
を確保するとともに ③国民の利便性の更なる向上を図るたを確保するとともに、③国民の利便性の更なる向上を図るた
めに不可欠なインフラとして可能な限り早期に導入することが
望ましいものと考えます。も 考 す。

２、スケジュールについては、「社会保障改革の推進について」（平
づ成22 年12 月14 日閣議決定）に基づき、来年１月を目途に基

本方針をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、来秋以降、
可能な限り早期に関連法案を国会に提出できるよう取り組む可能な限り早期に関連法案を国会に提出できるよう取り組む
こととしています。今後、このような方針に即し、早期の制度
導入に向け、実務検討会を中心に速やかに検討を進めます。
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消費税増税幅は現実的に

• 少子化も含めた社会保障の安定財源を確保しつつ財
政再建を進めようとすれば 2015年５％引き上げ政再建を進めようとすれば、2015年５％引き上げ、
2020年に１０％引き上げ（消費税率２０％）ではたらず
、歯止めない消費税率の引き上げになる。

• 一方、デフレ経済で家計は傷んでいる。増税継続とな
れば貯蓄の積増し・消費削減。行政側は、歳出削減の
緩みによる無駄の温存緩みによる無駄の温存。

• 「社会保障・財政削減に必要な財源を消費税引き上げ
で」という請求書方式では経済・家計が持たないで」という請求書方式では経済・家計が持たない。

• 2015年までに５％引き上げ、たとえば、年金改革で１
％＋α、医療・介護・少子化で１％、地方消費税で１％％＋α、医療 介護 少子化で１％、地方消費税で１％
－α、財政再建１％、残りは社会保障の効率化等歳出
削減努力、というのが現実的な姿か。
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税制改革議論の進め方

・税と社会保障の一体改革は選択肢の提示
・超党派の協議会・超党派の協議会

米国では大統領の下に超党派の委員会を設置し選
択肢を作り政治が選択。択肢を作り政治が選択。

わが国でも、消費税は国会を活用した実績ありー平
成３年消費税見直しは両院合同協議会で結論、平成 年消費税見直しは両院合同協議会 結論、平
成6年からの消費税率引き上げは、税制改革法附
則が細川内閣から村山内閣へつないだ。 （附則は、
法律なので 国会をも拘束する）法律なので、国会をも拘束する）

・所得税法附則104条。「消費税を含む税制の抜本的
な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上
の措置を講ずるものとする」と義務付け
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